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概要 

現時点において，民事判決書の公開状況は，最高

裁判所ないし各省庁が言い渡された判決のごく一部

をｐｄｆデータないしｈｔｍｌデータで公開されて

いるにとどまり，裁判書の検索，内容の分析を行う

のに適したデータ形式となっていない．また，法務

省において民事判決の全件データベース化に向けて

検討が進められており，情報工学的な観点から，ど

のようなデータ形式が望ましいかを検討する必要が

あると考えられる．そこで，民事判決の構造を踏ま

えて，民事判決書のＸＭＬデータ化を検討するとと

もに，最高裁判所ホームページ（以下「最高裁ＨＰ」

という．）iから取得した民事第一審判決書のＸＭＬ

データ化を試みた． 

1 はじめに 

現時点の民事判決の公開状況は，最高裁ＨＰにお

いて，地裁，高裁，最高裁の裁判例がｐｄｆデータ

で公開されているほか，一部省庁が，それぞれ所轄

分野の裁判例をｐｄｆデータないしｈｔｍｌデータ

で公開している（国税庁：税務訴訟資料，総務省：

情報公開・個人情報保護関係資料，法務省：訟務重

要判例集，厚生労働省：労働基準関係判例，労働委

員会関係の命令・裁判例）．その他，民間業者によ

る有償の判例検索サービスが提供されている． 

情報工学的手法により，判決書を適切に検索した

り，その内容を解析するためには，公開される判決

書データは機械的に分析できるデータ形式が望まし

いと考えられる． 

この点について，令和２年３月１０日民事司法制

度改革推進に関する関係府省庁連絡会議申合せにお

いては，民事判決情報を広く国民に提供することの

意義として，国民に対する司法の透明性向上，国民

に対する行動規範・紛争解決指針の提示，紛争解決

をサポートするＡＩの研究・開発等の意義が指摘さ

 
i https://www.courts.go.jp/saikosai/index.html 

れたii．また，民事訴訟手続の改正（令和４年法律第

４８号）により，判決書が電磁的記録をもって作成

されることが定められ（同改正後の民訴法１６０条

１項，２５２条１項），現在，法務省において，「民

事判決情報データベース化検討会」が設置され，民

事判決を全件データベース化すること，その際の仮

名処理や情報管理の在り方等が検討されているiii． 

民事判決の全件公開により，年間約２０万件の民

事判決が公開されることが想定され，それに伴って，

裁判例のデータ分析が進むことが想定される． 

裁判所が行う裁判には，大きく分けて，民事裁判，

行政事件，家事事件，刑事裁判があり，裁判の中で

も，判決，決定，命令という形式があるが，本研究

においては，上記の経緯を踏まえ，私人間の紛争を

扱う民事判決を対象とし，そのデータ形式としてＸ

ＭＬデータ化を提言するものである．なお，我が国

の司法制度が三審制であることから，民事判決につ

いても第一審，第二審，第三審の判決があるが．こ

の中で最も件数の多い第一審判決を対象とすること

とする． 

以下においては，民事判決書の構造，ＸＭＬタグ

付けの概要，ＸＭＬデータ化の実践と課題について，

順に述べる． 

2 民事判決書の構造 

2.1 在来様式の判決書について 

民事判決書には，大きく２つの様式があり，平成

２年頃までの「在来様式」，その後提唱された「新

様式」が存する． 

新様式の判決書を冒頭から順に見ていくと，以下

のとおり，事件の特定に関する事項（事件番号，事

件名等），「判決」との標題，事件に関わった当事

者・代理人等，「主文」の標題の下に判決の結論を

示す主文の内容，「事実及び理由」との標題の下に

 
ii https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/minjikaikaku/index.html 
iii https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi09900001_00004.html 
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当事者の請求，主張，裁判所の判断理由が記載され，

末尾に裁判所・裁判官名が記載される． 

なお，「事実及び理由」との標題は，民訴法２５

３条に定められた判決書の記載事項の「事実」及び

「理由」を意味するものであり，「事実」の記載に

おいては，当事者の請求と主文が正当であることを

示すのに必要な主張を摘示することが求められる． 

【新様式判決書の例】 

 

判決言渡日 

事件番号・事件名 

口頭弁論終結日 

判    決 

当事者の表記 

主    文 

主文の内容 

事実及び理由 

第１ 請求 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

２ 前提事実 

第３ 争点及び争点に関する当事

者の主張 

第４ 当裁判所の判断 

 

○○地方裁判所民事第○部 

裁判長裁判官 

裁判官 

裁判官 

  

2.2 在来様式の判決書から新様式について 

新様式の判決書が提唱される以前の在来様式の判

決書は，新様式の判決書の「事実及び理由」の部分

を，以下のとおり「事実」と「理由」に分けて記載

していた． 

【在来様式の判決書の「事実」「理由」】 

事    実 

第１ 当事者の求めた裁判 

第２ 当事者の主張 

１ 請求原因 

２ 請求原因に対する認否 

３ 抗弁 

４ 抗弁に対する認否 

理    由 

裁判所の判断 

  

在来様式判決書と新様式判決書を比較するために．

当事者の請求が認められる要件としてⒶ，Ⓑ，Ⓒの

３つがあり，ⒶとⒸの要件が存することは争いがな

く，Ⓑの要件の存否が問題となる事案を例にしてみ

る．在来様式の判決書においては，上記事案の争い

のない事項についても，請求原因としてⒶ，Ⓑ，Ⓒ

の３つの事実を記載し，それに対する相手方の認否

として「Ⓐ，Ⓒは認めるがⒷは否認する。」などと

記載していた． 

しかし，民事裁判において，当事者が真に裁判所

の判断を求めている事項（中心的争点，上記事案の

例ではⒷの事実の存否）に焦点を合わせることによ

って，判決書はより簡潔で分かりやすくなるとの考

えから，平成２年頃，新様式判決書が提唱されたも

のである．新様式判決書によれば，上記事案の場合，

Ⓐ，Ⓒの事実は前提事実として記載され，Ⓑの事実

の存否が争点として記載されることになるから，よ

り争点に絞ったより簡潔な判決書になる． 

現在では，新様式判決による判決書が定着し，新

様式によるものが圧倒的に多い． 

2.3 新様式判決書の構造 

新様式判決書の記載概要は，概ね前記の【新様式

判決書の例】のとおりであるが，その構造について

説明する． 

１ 「事実及び理由」以外の記載部分について 

冒頭部分の判決言渡日，事件番号・事件名，口

頭弁論終結日，「判決」の標題の下の当事者の表

記，「主文」の標題及びその下の主文の内容，末

尾部分の裁判所名・裁判官名の記載部分は，その

標題から記載内容が明瞭であり，また，裁判書に

よって記載形式に大きな差異はない． 

なお，判決言渡日の記載部分は，裁判所書記官

が記載すべき事項であるが（民訴規則１５８条），

判決書のテキストデータ中に一体として記載され

る場合が多いことから，判決書の一部として扱う

こととする． 

２ 「事実及び理由」中の記載部分について 

この記載部分は，概ね，次の順に記載される． 

(1) 事案の要旨：紛争の概要や原告の権利主張の内

容が簡潔に記載される． 
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「事案の要旨」と標題を記載する場合もあるが，

標題を記載しない場合も多い． 

(2) 前提事実：当事者間に争いのない事実や証拠に

より明らかに認められる事実を記載する部分で

ある．この事実は，主文を導く上で前提となるも

のであるが，その存否が争点となるものではない． 

「前提事実」，「争いのない事実」などの標題

が記載され，標題は判決書によって同一ではない． 

(3) 争点及び争点に関する当事者の主張：ここにい

う争点とは，主文を導く上で必要となる事実関係

に関する争点又は法律上の争点のことであり，そ

の争点に関する当事者の主張が記載される．争点

が 1 つの場合もあれば，複数の場合もあり，争点

が複数の場合には，各争点ごとに当事者の主張が

記載される． 

「争点及び争点に関する当事者の主張」と標題

を設定することもあれば，「争点」「争点に関す

る当事者の主張」と別々に標題を設定する場合も

ある．また，当事者の主張部分の標題として，「⑴ 

原告の主張」「⑵ 被告の主張」などと記載する

場合もあれば，「（原告の主張）」，「（被告の

主張）」などと括弧内に記載する場合もある． 

(4) 当裁判所の判断：争点に対する裁判所の判断を

記載する部分であり，事実関係に争点がある場合

には証拠に基づいて事実が認定され，法律上の争

点がある場合には裁判所が採用する見解とその論

拠が記載される． 

全体の事実経過をまとめて事実認定して物語風

に記載した上で各争点に対する判断を記載する判

決書もあれば，各争点ごとにその判断に必要な限

度で事実認定を記載する判決書もある． 

３ 民事判決書は，上記のように構造的に記載され

ており，例えば，「原告は被告と本件不動産につ

き売買契約を締結した．」という文章があったと

して，それが前提事実に記載されているのか，当

事者の主張部分に記載されているのか，裁判所の

判断部分に記載されているのかによって，判決書

を理解する上で，全く異なる意味を有することに

なる．したがって，ＸＭＬデータ化する際に，そ

の記載部分の位置付けを明らかにすべきである． 

3 ＸＭＬタグ付けの概要 

3.1 考え方 

民事判決書は，上記のとおり，冒頭部分（事件番

号，事件名などを記載した部分），それに続く，「判

決」との標題，当事者・代理人，主文，事実及び理

由を記載した部分，末尾部分（裁判所名，裁判官名）

を記載した部分とから成ることから，ルートタグを

<Decision>と設定した上，その子要素として，以下

のとおり，<Header>，<Body>，<Footer>とタグ付け

することとした．以下，順に説明する． 

【ＸＭＬタグ付けの全体的構成】 

 

3.2 冒頭部分<Header> 

Ⓐ判決言渡日，Ⓑ事件番号・事件名，Ⓒ口頭弁論

終結日の各記載は判決特定の重要な要素であるため，

その記載要素をそれぞれ属性として記載することと

した（以下の例ではタグ要素と属性のみを記載）． 

Ⓐ 

 

<Render Era="Reiwa" Year="3" Month="10

" Day="1"> 

Ⓑ <CaseID Era="Reiwa" Year="2" Code="ワ"

 Number="123" Name="損害賠償請求事件"> 

Ⓒ <ArgumentEnd Era="Reiwa" Year="3" Mont

h="9" Day="1"> 

なお，最高裁ＨＰから取得できる判決書データの

中には，上記の記載がないものがあるが，最高裁Ｈ

Ｐから別途取得した判決書の判決言渡日，事件番号

及び事件名を属性として記載したタグ（データ部分

は空）を付することとした． 

<Header> 

<DecisionTitle>判決 

<PersonList> 

<Rank1 Content=”主文”> 

<Rank1 Content=”事実及び理由”> 

 

<Rank2 Num=”1” Content=”請求”> 

<Rank2 Num=”2” Content=”事案の概要”> 

<Footer> 

<Body> 

<Rank2 Num=”3” Content=”当裁判所の判断”> 
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3.3 本体部分<Body> 

１ 「判決」との標題部分は，<DecisionTitle>とし

てタグ付けした．この標題部分は，「中間判決」，

「追加判決」，「手形判決」，「少額訴訟判決」

などの判決の種類に応じて表示される． 

２ 当事者・代理人等の記載 

当事者・代理人については，<PersonTitle>とし

て「原告」「被告」「参加人」「訴訟代理人弁護

士」などのタイトルを記載するとともに，

<PersonName>として氏名ないし会社名を記載す

ることとした． 

なお，氏名の前行ないし冒頭に記載される「亡

○○訴訟承継人」等の記載は<PersonPreNote>とし

て，氏名の次行に記載される「（以下「原告○○」

という。）」等の記載は<PersonPostNote>として

タグ付けした． 

３ 主文，事実及び理由の記載部分 

この部分は，項番号により階層を持った記載が

される．判決書では公文書の項番号（第１，１，

(1)，ア，(ｱ)，ａ，(a)）が用いられることが多い

が，その項番号に従っていない判決書も存する．

また，前記で述べたとおり，事案の要旨，当事者

の主張などは，その項番号の付し方が一定ではな

い． 

ｅ-ＬＡＷＳの法令データにおいては，法令の項

番号（編，章，節，……，条，項，号）に規則性

があることから，その項番号を基にタグ付けして

いるが，民事判決書においてはそこまでの規則性

はないので，項番号をそのままタグ付けすること

は好ましくない 

そこで，項番号によって階層構造を把握した上，

そのレベルに応じて<Rank1><Rank2><Rank3>……

などとタグ付けするとともに，重要な標題（主文，

事実及び理由，請求，事案の概要，事案の要旨，

裁判所の判断等）を属性(Content)として付記し，

その位置付けを明らかにすることとした． 

以下は，「事実及び理由」に続いて「第１ 請

求」と記載される部分のタグ付け例である． 

<Rank1 Content="事実及び理由"> 

  <Rank1ContentTitle>事実及び理由</Rank1Cont

entTitle> 

  <Rank2 Num="1" Content="請求"> 

    <Rank2NumTitle>第１</Rank2NumTitle> 

    <Rank2ContentTitle>請求</Rank2ContentTi

tle> 

3.4 末尾部分<Footer> 

１ 裁判所を示す<Court>タグにおいては，タイプ（C

ourtType），名前(CourtName)，内部の部番号(Co

urtDivision)ないし支部名(CourtBranch)を属性

として付記した（以下は，東京地方裁判所民事第

４０部のタグ要素及び属性の記載例）． 

２ 裁判官を示す<Judge>タグにおいては，以下のと

おり，肩書を<JudgeTitle>，氏名を<JudgeName>と

タグ付けした．  

3.5 外字の処理 

最高裁ＨＰからｐｄｆデータを取得すると，外字

が用いられている部分が画像データなっているが，

項番号の外字はテキストデータ（「(1)」「(ｱ)」「（a）」

など）に変換した．また，氏名の一部に外字が用い

られている場合は，それが unicode に存する文字で

あればその文字に変換し，それができない場合は近

似する文字に変換するとともに，当該文字につき

<Variant>○</Variant>とタグ付けした． 

4 ＸＭＬデータ化の実践と課題 

最高裁ＨＰから取得した民事第一審判決書のｐｄ

ｆデータをテキストデータにした上，上記の方針に

従って，順次ＸＭＬデータ化をする作業を進めてい

る．ＸＭＬデータ化したデータをスキーマとともに

ｇｉｔｈｕｂ（URL=??????）で公開する予定である． 

なお，今回は，民事判決書の新様式判決を中心に

検討したが，在来様式判決についても，付与する属

性を在来様式に合わせることで，上記と同様の方式

でＸＭＬデータ化することが可能である．また，高

裁判決，最高裁判決や，民事判決以外の行政事件，

家事事件，刑事事件の判決書についても，同様の方

式でＸＭＬデータ化することが可能と考えられる． 

そして，判決書のＸＭＬデータ化が進むことで，

今後，情報工学的手法により，裁判書の検索，内容

の分析が更に進むことが期待される． 

<Court CourtType="District" CourtName="

東京" CourtDivision="民事第４０部"> 

<Judge> 

  <JudgeTitle>裁判長裁判官</JudgeTitle> 

  <JudgeName>○○○○</JudgeName> 

</Judge> 
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